
公衆浴場入浴料金統制額の指定について

生活衛生課

１ 背景

一般公衆浴場（いわゆる「銭湯」）の入浴料金については、物価統制令（昭和２１年

勅令第１１８号）に基づき知事が統制額（上限額）を指定することとなっているが、平

成１２年以降据え置かれており、事業者の経営環境が厳しい状況にあることから新たな

指定が必要である。

２ 統制額指定の手続

秋田県公衆浴場入浴料金協議会(以下「協議会」という。）を開催し、その意見を踏ま

え、統制額を指定し告示の上、施行する。

３ 協議会の開催状況

（１）委員の構成

学識経験者３名、住民代表３名、業界代表３名、行政機関３名 計１２名

（２）開催日

平成３０年１０月１５日

（３）協議会の意見

大人の入浴料金については、統制額を４５０円から４７０円の間で指定することが

妥当である。

４ 新たな公衆浴場入浴料金統制額

入浴料金の区分 現行統制額 新たな統制額

大人（12歳以上） ３６０円 ４６０円

中人（6歳以上12歳未満） １３０円 据え置き

小人（6歳未満） ９０円 据え置き

５ 施行日

平成３１年１月１日

【参 考】

（１）一般公衆浴場施設数

６施設（秋田市１、能代市２、大館市１、潟上市１、にかほ市１）

（２）北海道・東北等における公衆浴場入浴料金統制額

（全国最高額）
道 県 名 北 海 道 青 森 県 岩 手 県 宮 城 県 山 形 県 福 島 県

神奈川県

統 制 額 ４４０円 ４５０円 ４３０円 ４４０円 ３００円 ４５０円 ４７０円
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